
プラスチック専用袋に大量の異物が混入しています

金属製品・ゴム製品・ガラス製品

またはこれらを含むプラスチック（※２）

一辺が50cm以上の

プラスチック（※１）

ペットボトル本体 汚れたプラスチック

家電・電池類
（リチウムイオン電池含む）

生ごみ・紙ごみ

刃物や針を含んだ
プラスチック

発火する危険性の
あるもの

※１：長さ50cmを超えるビニールひも等は束ねてまとめても異物になります。

※２：プラスチック製でない部分を取り除けばプラスチック専用袋に入れて出すことができます

問い合わせ先：大崎地域広域行政事務組合 業務課（TEL 0229-25-8867)

以下のものはプラスチック専用袋に入れないでください

厚さ5mmを超えるプラスチックは「プラスチック」ではなく

「燃やせるごみ」に分別して頂きますようお願いします。

例）プラスチック製のまな板

注）燃やせるごみ指定袋に入らない大きさの

ものは、大崎広域中央クリーンセンター

または大崎広域東部クリーンセンターに

直接搬入してください例）プラスチックボード


